
 

 

 

 

 

８月２１日(水)，５年生の子ども達は総合的な学習の時間に

進めている「滝沢スイカ大作戦」の学習でスイカの収穫体験に

挑戦しました。 

５月 1 日（水）に植えた苗は，今年の記録的な猛暑にも負け

ず，この４か月で大きく実り，収穫を迎えました。 

今回も苗植えや７月の学習会のときと同様に，スイカ栽培の

指導をしてくださっている駿河さんから，今年度のスイカの出

来具合や収穫時期についての説明をしていただきました。本来

であれば，滝沢スイカの収穫は，７月下旬から８月上旬がベス

トとのことでしたが，子ども達が夏休み中ということもあり，

無理を言ってこの時期の収穫にしていただきました。 

今回は，学級の代表児童が，つるからスイカを切り離す作業を

行いました。代表児童は，収穫するスイカを選んで切り離し，

「採ったどぉー！」と言わんばかりに，それを持ち上げて，皆に

アピールしていました。その後，食べやすいサイズにカットし

ていただいたものを試食しました。子ども達は，「うま～い！」

「とっても甘～い」「滝沢スイカ最高～」など，いろいろな感想

を言いながら，夢中で食べていました。 

５年生の子ども達は，この体験学習を通しておいしいスイカ

をつくるための工夫や世話の大変さ，「滝沢スイカ」というブラ

ンドを確立させるための努力や思いなど，たくさんのことを学

ばせていただきました。今年も，子ども達へのご指導やたくさんのお世話をいただいた駿河さんに，改

めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

９月２８日（土）に運動会が行われます。今年は，猛暑や豪雨・雷雨

等の不安定な天気が続き，校庭に出て運動会練習を十分に進める

ことができていませんでしたが，ようやく天候も落ち着き，どの学年も

運動会に向けて練習にも熱が入ってきたようです。 

先日，児童会から運動会のスローガンが提案されました。今年度

のスローガンは，「絆」です。このスローガンには，「全校の絆を深め，全

力で競技や応援に取り組むこと，互いに助け合い，励まし合い，成長

を感じる運動会にする」という願いが込められています。 

運動会当日はもちろんのこと，運動会練習の中でも，一人一人が

自分のめあてをもって全力で取り組む姿やまわりと支え合い協力する姿，そして，笑顔で輝く姿をたくさん見せて

くれることと思います。 
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【慎重にスイカを切り離す代表児童】 

【おいしさを堪能する子ども達】 

 



学習用タブレットの家庭への持ち帰りを開始します。家庭へ学

習用タブレットを持ち帰り，家庭学習に活用することを考えてい

ます。 

全校一斉に持ち帰るのではなく，学年ごとに持ち帰り日を設

定し，それぞれの学年に応じた学習内容に取り組むことになり

ます。持ち帰り日や学習内容の詳細については，学年ごとにお

知らせをしますので，そちらをご覧ください。 

 なお，家庭におけるタブレットの使用にあたっては，別紙「学習

用タブレットを使うときのやくそく＜小学生用〉」（配付済み）を確

認するとともに，「滝沢小～スマホ・ゲームの心得」と同様に，家 

庭でタブレットを使う際のルールづくりもお願いいたします。 

 8 月 23 日（金），今年度 3回目となる「ＪＵあいさつ運動」が滝沢小学校で行われました。 

 今回も中学校の生徒会と小学校の児童会執行部・応援委員会が，小学校の昇降口前であいさつを行い

ました。滝沢小学校では，6 月から体育館工事が始まっているため，校庭側入り口と正門からの登校と

なるため，全校児童がこの場所を通って昇降口に入っていきます。生徒会や児童会のお兄さん・お姉さ

んのあいさつに，元気よくあいさつする子，照れながらあいさつする子，下を向いて歩いていく子とさ

まざまでした。2 学期が始まったばかりで，学校の生活に戻りきれていないこともありますが，元気に

あいさつをすることは大切なことですので，全校で力を入れて取り組んでいきたいと考えています。 

 ぜひ，ご家庭でもあいさつへの声がけへのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【１年生のタブレット操作をサポートする６年生】 

【家庭への学習用タブレット持ち帰りの留意点】 
 １ タブレット等の貸与物品の紛失・故障・破損があった場合は，速やかに学校へ連絡願います。 
   ※ 故意や重大な過失による紛失・故障・破損については，修理代金請求の対象となりますので，取り扱い

には十分にご注意ください。 
 ２ タブレットを持ち運ぶときは，必ずケースに入れましょう。（持ち帰り時に，ケースに入れて持たせます） 
〔家庭でのルールづくりについて〕 
  家庭でタブレットを使用するにあたり，基本的には学習用ですので，それ以外の目的で使用することはあり

ません。その点を踏まえ，以下の内容について家族でよく話し合い，使用する際の約束を決めるといいです

ね。 
  １ 使用する時間：朝〇時から夜○時まで，１日○分以内，○分使用したら目を休める等 
  ２ 使用する場所：大人の目の届く場所で使用することが，子どもを守ることにつながります。 
  ３ 保管する場所：使い終わったら，どこに置いておくか決めるといいですね。 

 

【２学期最初のＪＵあいさつ運動】 


